
兵庫県保険医協会 歯科医療安全管理対策研究会＆新点数会員懇談会ご案内 

 

講師：  藤原成祥先生 

日時：６月30 日(土)１８時 45 分～２１時 

会場：姫路じばさんびる５階 501 号(ＪＲ・山陽姫路駅南すぐ) 

参加費：1,000 円（届出及び医療法に係る研修の『受講証』を発行・資料代含） 

 
歯科医療安全管理対策研究会＆新点数会員懇談会を企画しました。4 月診療報酬改

定で、院内感染防止対策の定期的な研修受講が『歯科点数表の初診料の注１に規定す

る施設基準』の名称で導入されました。未届出の場合、10 月から初・再診料が減額※

されますので、すべての医療機関の受講をお勧めします。また、「外来環」届出済み

の先生の経過措置も 9 月 30 日迄ですので、それまでに新基準を満たした再届出が必

要です。（受講証は、届出前 3年以内の研修が有効） 

今回の研究会では『歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準』『外来環』の

受講証を会員の先生に発行します。また、医療法で診療所でも義務付けられている「医

療の安全管理の体制確保」にある、年 2 回の職員研修の一環としての受講証を発行し

ます。この機会に会員の先生はもちろん、歯科衛生士や歯科助手のみなさんもご参加

ください。 

その後は、歯科新点数会員懇談会を企画。改定後の疑義解釈等も含め、算定上の注
意点などポイントをおさらいし、疑問点やご意見等、ざっくばらんに情報交流したい
と思います。ぜひ、ご参加下さい。 
未入会の先生はご入会の上ご参加下さい。（入会金なし、月会費は歯科開業医 5000 円、勤

務医 3000 円）お問い合わせは兵庫県保険医協会歯科部会（℡078-393-1809）まで   

           FAX 参加申し込み(078-393-1802)                     

兵庫県保険医協会 6 月 30 日歯科医療安全研究会＆新点数懇談会参加申込書 

 

医療機関名                              所在地              市・町    

電話       FAX        参加者氏名                 

会場周辺地図 FAX を 希望する・しない   

※初・再診料の施設基準未届減額について協会は抗議声明を出しています。厚労省要請を予定してい

ます。診療報酬の不合理是正要求もお寄せ下さい。また、改定内容のご質問等もお寄せ下さい↓ 

                                            

                                                 


